
京都医療科学大学 公的研究資金取り扱いに関わる通報窓口 

 

本学において管理する公的研究資金等の不正経理等に関する通報、告発等の通報窓口

は以下の通りです。また、研究活動における不正行為に関するご相談・告発も、こち

らで受け付けます。 

 

 

通報を行うに当たっては、氏名及び連絡先を明らかにした上で、公的研究資金等の

不正な経理等を行った者の氏名、不正経理等の内容およびその事実の客観的かつ合理

的な根拠を記載した書面等を、通報窓口に提出してください。 

通報の受付後、当法人の「公益通報に関する規程」に準じて対応します。調査を開

始する際には、通報者にその旨通知しますが、通報者の連絡先に不備がある場合、匿名

で通報があった場合はこの限りではありません。 

通報したことを理由に不利益な取扱いをされることはありません。但し、不正の目

的を持った通報に対してはこの限りではありません。 

個人情報については、窓口等から通報者への連絡、調査その他通報処理に関し必要

な限度でのみ使用し、適切に保護を行います。 
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